
 

 

 

 

 

 

  「遺失物管理プログラム」でできること 

◎ 忘れ物や落とし物を登録・管理できる。 

◎ 拾ってくれた方に渡す「拾得物件預り書」を印刷できる。 

◎ 保管している忘れ物や落とし物を、施設の利用者に 

お知らせする「拾得物件一覧簿」を印刷できる。 

◎ 忘れ物や落とし物の問合せに対して、検索ができる。 

◎ 落とし主が不明の場合、警察署への届出を外部記録 

媒体（USB等）で行える。 

◎ 外部記録媒体で警察署へ届出する場合に必要な 

「外部記録媒体提出票」も印刷できる。    など 

 

「遺失物管理プログラム」は、最新のＯＳ等のバージョンにも 

対応したエクセル形式のプログラムです。 

愛媛県警察のホームページに、掲載をしていますので、 

ダウンロードしてご活用ください。 
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